
年度受渡し再エネ電力の卸販売に関する取引要項
（卸標準メニュー公表）

資料A

9/26 JEPX渡しへ対応（p4,p7追記）
11/17 容量確保契約金の取り扱いを明確化（p4修正）
12/1 水力終売による商品変更の案内（p5修正）



本取引への参加手続きと問合せ窓口

本取引への参加手続きと問合せ窓口

2.

マーケット方式での取引要項

マーケット方式での取引要項

1.

八丁原発電所



発電所 出力 所在地

地
熱

八丁原 大分県玖珠郡九重町

滝 上 大分県玖珠郡九重町

大 霧 鹿児島県霧島市

山 川 鹿児島県指宿市

水力 九州電力の発電所から選定

小売電気
事業者さま

電力

非 非化石証書

取引の概要
当社が当社地熱発電所・九州電力の水力発電所の電力および環境価値をセットで卸販売します

生再エネ1

昼夜安定発電2

電源・産地3

本商品の特長

⚫ ゼロエミッション、再エネ100％の電気（非FIT非化石証書付き電気）
⚫ 環境意識の高い需要家へ高付加価値商品として提供できる

⚫ 再エネでありながらベースロード電源
⚫ 天候によらず、夜間も発電して電力を供給

⚫ 小売事業者が九州の地熱・水力として販売可能
⚫ 購入需要家も九州の地熱・水力を使用と公表可能（要公表前相談）



販売商品の概要

① 年間物、② 月、③ 月の 種類
• に詳細あり

受給期間

全日 時間 全日ベース供給受給パターン

一部料金 従量単価 円
• 非 非化石証書も含んだ価格になります
• 燃料調整費連動項目はありません
• 買主は 社への手数料は発生しません

料金体系

九州エリア 九州 渡し
・ 渡しをご希望の方は、別途 社へご連絡ください連絡先

受渡エリア

約定した数量 最小数量、最低取引単位は
• 通告変動オプションはありません
• 未満の取引をご希望の方は、別途 社へご連絡ください連絡先

数量

年 月 日販売開始
売り数量の上限に達した時点で販売を終了します

販売スケジュール

販売方式 ザラ場方式

• 容量確保契約金は含まない（別途控除や精算しない）
• 発電側課金は価格に織込まれています

渡しに対応
容量確保契約金の扱いを明確化



商品体系の詳細

発電所指定 商品補足

非FIT非化石証書付き電力（生再エネ電力）、地
熱・水力混合電源です。

不可

商品名

卸標準
九州ベース
地熱水力混合

卸標準
九州ベース
指定地熱

非FIT非化石証書付き電力（生再エネ電力）、地熱
単独電源です。別途発電所の指定が可能です。

受給期間

① 年 月～ 年 月（年間）
② 年 月～ 月（ か月）
③ 年 月（ か月）

① 年 月～ 年 月（年間）可能

当面は次商品を販売します。
販売スケジュール中に、商品追加または次商品を含む商品単位での販売終了の可能性があります。

商品の変更お知らせ

非FIT非化石証書付き電力（生再エネ電力）、地熱
単独電源です。発電所指定はできません。

不可

卸標準
九州ベース
任意地熱

① 年 月～ 年 月（年間）
② 年 月～ 月（ か月）
③ 年 月（ か月）

まで
販売

から
販売



取引方法の概要
卸取引は、eSquare社が運用する取引プラットフォームを通じて行います

参加資格
• 本取引への参加には、 の要件を満たし、且つ のアカウントが必要となります
• 本取引への参加手続き及び、 のアカウント作成の手続きについては をご参照下さい

小売事業者様

買い注文

約定

売り注文

約定

九電みらいエナジーの売り注文を
上に表示する

小売事業者の買い注文を
上に表示する匿名

が諸事情によりご利用できない場合は、 社へご相談ください

ザラ場方式（約定条件を満たした先着順）で約定処理を行います（詳細は ）



取引の流れおよびルールの詳細
買い注文の提示～契約締結までの一連の流れは下記となります。
取引時間は毎営業日 時 時です。

• 売り注文に対して、与信条件等も含め、
条件を満たしているお客様が買い注文
を出すことができます ）

• 買い注文が売り手の条件を満たした場
合、注文時点で約定 取引成立 です
−約定後、初めて貴社名が売り手に通
知されます

−約定価格は本取引参加者に公開さ
れます

−注文量が販売数量を超える場合には、
部分約定となることがあります

−約定されていない売り買い注文は、毎
日 時に取り下げられます

• 約定後、 社より取引確認書
が発行されます

• その後、売買主の 者間にて電力受給
個別契約書を締結頂きます
− 参加申込み後に提供する電力受給
契約書ひな形を、予め社内確認・審
査をお願いします

• その日の売り注文は 頃に行われます
− 取引時間中の取下げや追加の可能性
があります

• 注文は、必ず社内決裁を取得の上、
にて注文ください

− 注文は、匿名で板上に掲示されます
− 注文の変更・キャンセルも
にて実施いただきます

• 未満の買い注文をご希望、 渡
しをご希望、また がご利用
できない場合は 社へご相談くだ
さい連絡先

上記の場合、 社の仲介を通
じて取引させていただきます

買い注文の入力 約定

匿名 実名

条件確認・契約締結

前払いや保証金の対象となる場合や、部分約定となる場合の受諾意向を確認させていただくことがあります

渡しに対応



本取引への参加手続きと問合せ窓口

本取引への参加手続きと問合せ窓口

2.

マーケット方式での取引要項

マーケット方式での取引要項

1.

山川発電所



本取引への参加資格
 電気事業法 昭和 年法律第 号 第 条の の規定により、小売電気事業者としての登録を受けていること

 九州 渡し取引が可能なこと

 日本卸電力取引所 以下、 の非化石価値取引会員であること

 参加申込み後に行われる九電みらいエナジーの与信審査を通過していること
（前払いまたは親会社や銀行等の第三者による支払保証の提出を求めることがあります）

 本取引要項を承諾し、また参加申込み後に提示する卸電力売買基本契約書をご締結いただくこと

 事業者の代表者、役員または支店もしくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不
当な行為の防止等に関する法律 平成 年法律第 号 第 条第 号に規定する暴力団員または同法第 条
第 号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと

 の利用規約同意等セットアップが完了していること

 の利用にあたり、 社所定のアカウントを所有していること
セキュリティなど当システムの利用に制約がある場合はご相談ください

（留意点）

・本取引への参加自体が、取引の約定を保証するものではありません。

・参加者は、約定決定後に契約の辞退を申し出ることができない点をご了承の上、申込みお願いします。



参加希望のご連絡

本商品のお取引開始に向けた流れ

上での本商品の表
示をご確認いただき、問題がな
ければ注文が可能となります
• 九電みらいエナジーによる

取引先登録をお待ちください

商品確認・
注文実施

商品確認方法の
ご案内

社より、お取引方法の
資料をご案内します
• の詳細操作ガ
イド

の
セットアップ

の利用規約同意
などセットアップいただきます
• 既に のセットアッ
プがお済みの事業者様は本
対応は不要です

連絡先
• 九電みらいエナジー ：oroshi_torihiki@q-mirai.co.jp
• eSquare社  ：kme_wholesale@enechain.co.jp

具体的なご確認手順や操作方法は「 の詳細操作ガイド」にてご案内いたします

与信審査
基本契約書
の締結

案内する卸電力売買基本契約
書を締結いただきます
• 買い注文前に締結または締
結合意が必要になります

• 約定後に締結する電力受
給個別契約書ひな型も提
示いたします

九電みらいエナジーより、与信審
査手続きをご案内します
• 新規取引の方は、直近 か年
財務諸表を提出いただきます

• 前払い、親会社による支払保
証等を求めることがあります

の「参加申込書兼誓約書」
をダウンロードし、必要事項の
記入の上、下記連絡先（両
社）にメールにて提出ください



問い合わせ窓口

本取引要項や取引に関する窓口
• 担当名 九電みらいエナジー電力卸取引担当
• メールアドレス

の操作方法や不具合に関する相談窓口
• 部署名
• メールアドレス

※ 社は、 社の ％子会社になります
※ 社が、プロダクト利用に関する問い合わせを担当します

mailto:oroshi_torihiki@q-mirai.co.jp
mailto:cs-desk@enechain.co.jp
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